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る規程

平成2年3月31日
教告示第10号

最近改正　平成 6年10月11日教告示第19号

練馬区教育委員会の施設の建物の呼称については、つぎのように定める。

付　則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付　則(平成6年10月教告示第19号)

この規程は、平成6年11月1日から施行する。

建物の呼称 位置 施設の名称

ベルデ軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字浅間山 練馬区立軽井沢少年自然の家

ベルデ下田 静岡県下田市須崎73番地 練馬区立下田少年自然の家

ベルデ武石本館 長野県小県郡武石村大字上本入字内の山

2469番地

練馬区立武石少年自然の家

ベルデ武石新館

ベルデ岩井 千葉県安房郡富山町久枝字仙水837番地 練馬区立岩井少年自然の家
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